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令和２年度南小国町農業委員会８月総会 

 

開催日時 令和２年８月７日(金)午前１０時２０分から午前１１時００分 

 

開催場所 南小国町自然休養村管理センター 会議室 

 

  

１．南小国町農業委員会憲章唱和 

 

２． 会議録署名委員の指名（２番委員、３番委員） 

 

３．議案第 １３ 号  農地法各条関係審議について 

 

４．議案第 １４ 号  令和２年南小国町農用地利用集積計画の決定について 

 

５．議案第 １５ 号  南小国町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する 

            指針」（案）について 

 

６．議案第    号  その他 

 

出席委員 (９人) 

１番 杉 安 申 歳 委員   ２番 日 野 米 蔵 委員 

３番 佐 藤 竹 良  委員   ５番 穴 井   堅 委員 

６番 河 津   篤  委員   ７番 下 城 孔志郎  委員 

８番 甲 斐 義 隆 委員   ９番 北 里 丈 夫 委員 

１０番  松 﨑 久美子  委員 

 

欠席委員 (１名) 

４番 藤堂 伸二 委員 

 

職務のため議場に出席した事務職員(２名) 

  事 務 局 長   本田圭一郎 

  事 務 局   佐  藤    亮 
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○会長 

 

 

○９番委員 

 

 

 

○会長 

 

○井野推進

委員 

○会長 

 

おはようございます。 

それではただ今から８月の農業委員会総会を開催いたします。 

今日は４番の藤堂委員が欠席です。そのほかの方は出席ですので始めた

いと思います。 

日程第１の南小国町農業委員会憲章唱和でございますけれど、今回もコ

ロナ禍の影響ということで省略を致したいと思います。 

本日の会議録署名委員の指名をいたします。 

 ２番日野委員と３番佐藤委員にお願いをいたします。 

議案第１３号 農地法各条関係審議について 

 それでは「議案第１３号 農地法各条関係審議について」事務局から説

明をお願いたします。 

 はい。１ページをお願いいたします。 

【議案第１３号 農地法各条関係審議について詳細に説明】 

 次のページをお願いいたします。 

 本日の５条関係の受付は１件となっております。 

 譲渡人（○）○○○○○○氏。譲受人（○○○）○○○○氏。申請物件 

大字○○○○○○○○番地。台帳・現況共に畑。面積６１㎡。所有権移転

となっております。転用の理由としまして、店舗用倉庫置き場として利用

するため、となっております。 

次のページに位置図、それと本日お配りしました農地法第５条現地確認写

真のお手元の資料でご確認をいただければと思っております。 

 農地区分につきましては、中山間地で小集団の生産性の低い農地である

ため第２種農地と判断します。 

 以上です。 

 はい。ありがとうございました。 

 担当地区の説明をよろしくお願いします。 

 ９番北里委員お願いします。 

 はい。ご説明申し上げます。 

 ○○○○○○さんと○○さんは姉弟です。位置は○○の○地区の「○○

○○○」というお店をしているすぐ前の土地です。何ら差し支えはないも

のと思います。よろしくお願いします。 

 はい。ありがとうございました。 

 推進員の井野委員は何かありますか。 

 ありません。 

 

 はい。それではただ今の質問に対して何かご質問がありましたらお願い 

いたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありませんか。 

（ありません。の声あり） 

 はい。それでは賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 （全員挙手） 

 それでは全員挙手ですので、この件につきましては当委員会の意見を附

して県知事宛に進達いたします。 

議案第１４号  

令和２年南小国町農用地利用集積計画の決定について 

 続きまして「議案第１４号 令和２年南小国町農用地利用集積計画の決

定について」事務局から説明をお願いいたします。 

はい。４ページをお願いいたします。 

 【議案第１４号 令和２年南小国町農用地利用集積計画の決定について 

                     詳細に説明】 

 次のページをお願いいたします。 

受付コード０２０４５ 登録区分 再設定 

 利用権の設定をする者 ○ ○○氏。南小国町大字○○○○○○○。 

利用権の設定を受ける者 ○○○○氏 住所 ○○○○○○○○○○○○｡

利用権を設定する土地。大字満願寺字○○○○○○○－○。現況地目 畑。

面積１，７２２㎡。設定する利用権の内容としまして、利用内容が花き。

期間が令和２年８月１日から令和７年７月３１日までの５年間。賃借が下

記の３筆合わせまして６万円となっております。賃借の支払い方法が現金｡

利用権の種類が賃借権。法律関係は賃貸借となっております。同じく○○

○○－○。現況地目 畑。面積２４０㎡。同じく○○○○－○。現況地目 

畑。面積１，０５９㎡。設定する利用権は先ほどの○○○○－○と同じ内

容となっております。設定を受ける者の農業経営の状況としまして、年齢

５３歳。農作業従事日数２５０日。詳細は以下のとおりでございます。 

 以上です。 

 はい。ありがとうございました。 

 それではただ今の、農地利用集積計画について何かご質問はありません

でしょうか。 

 （ありません。の声あり） 

 ないということでありますので、採決に移りたいと思います。 

 受付コード０２０４５について決定することについて賛成の方は挙手を

お願いします。 

（全員挙手） 

全員挙手ですので、当委員会として決定したことを、南小国町長へ報告 



 

 

 

 

 

 

 

○事務局長 

 

 

 

 

○事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いたします。 

議案第１５号 南小国町農業委員会「農地等の利用の最適  

化の推進に関する指針」（案）について 

続きまして、議案第１５号 「南小国町農業委員会農地等の利用の最適

化の推進に関する指針（案）について」事務局から説明をお願いします。 

はい。ご説明いたします。 

【議案第１５号 南小国町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に

関する指針（案）について説明】 

詳細につきましては事務局の佐藤の方からご説明をさせていただきま

す。 

 はい。では事務局の方から説明をさせていただきます。 

 こちらは７月２０日に皆さんに事前にお配りしていたものになります。 

それと先ほど私の説明でちょっと触れたんですけれども、こちらの指針を

策定しまして、最適化推進員さんの活動ですとか農業委員さんの活動も最

適化交付金の要件となりますこの指針（案）を、皆さんにご審議いただい

てこれから令和２年、令和３年、令和４年までの３年間でこの指針で活動

をしていく、というところで考えておりますので、この内容につきまして

ご意見等あればこちらの方でおうかがいしまして、最終的に南小国町の指

針として決定したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 まず１ページですけれども、基本方針としまして、南小国町のこれから

の遊休農地対策ですとか、担い手の不足をどう解消していくかというとこ

ろを謳っております。中段中程に記載があるんですけれども、令和７年度

を目標として、農業委員及び推進員の改選期である３年ごとに、検証見直

しを行うということで今回、改選がありましたので平成２９年度に作った

この指針の中身を見直したところでございます。 

第２にございますのが、具体的な目標と推進方法ということで、遊休農

地の発生防止・解消について、ということで過去のこれまでの３年間で農

業委員さん、推進員さんの活動で面積が大分減ってきているところではあ

るんですけれども、それにも増して高齢化が進んでおりまして、遊休農地

は依然増えている状況でございます。ただし皆さんの今後の活動によって

この面積を減らして農地を有効活用していこうというところにしておりま

すので、令和７年度末の目標としまして管内の農地面積を１，０３３ｈ

ａ。遊休農地面積５ｈａで、パーセンテージとしては横ばいですけれど 

も、遊休農地をこれ以上増やさない、という目標にしているところでござ

います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その次のページをご覧ください。 

 遊休農地の発生防止の解消をしていくというところで、その一つとして

いちばん下にございます、２．担い手への農地利用の集積・集約化につい

て、というところで、担い手の方に農地を集積・集約していくことが必要 

ではないかということで、この数値を設定しております。 

うちの町は１，０３８ヘクタールに対しまして農地利用集積面積は２６６

ヘクタール。集積率が２５．６パーセントとなっております。国の方は令

和５年度までにこれを８０パーセントにしなさいと言っております。とて

もちょっと難しい数字かなというところですけれども、うちの町としまし

ては出来るところから着実にやっていくというところで、令和７年度末の

目標を１，０３３ヘクタールから２６８ヘクタールの２５．９パーセント

というところで目標を掲げておりますので、皆さんの活動のほうをよろし

くお願いしたいと思っております。 

 続いて３ページです。 

担い手の育成の確保というところで、担い手ですね。新規認定就農者及

び法人の数の増加をご覧のとおり見込んでいるところでございます。新し

く就農された方ですとか、地区で集落営農とか集落でまとまって法人化し

ようとかそういった動きがあれば随時事務局の方にお繋ぎいただきまし

て、この数値を達成するために農業委員会活動をやっていきたいと思って

いるところでございます。 

 最後になりますけれども、併せまして４ページの新規参入の促進につい

て、という目標値でございます。 

 こちらも同じように、先ほど申し上げましたように新規参入の方、町外

から来る方等を全力でサポートしていくというところで記載してございま

す。経営体がどんどん増えていって南小国町の農業が活性化していくよう

にフォローアップをしていくというところで設定しております。 

 事務局からは以上になります。 

 はい。ただ今事務局から南小国町農業委員会「農地等の利用の最適化の

推進に関する指針」（案）について説明がございました。 

このことについて何か質問等はございませんか。 

この目標について指針はよろしいでしょうか。 

 （異議なし。の声あり） 

異議なしということでこの件について採決をとりたいと思います。 

 南小国町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」（案）

について賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 （全員挙手） 

はい。全員挙手ですのでこの件については指針のとおりやっていきたい 

というふうに思います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他 

その他ですが、皆さんの方から何かございませんか。 

ないようでしたらこれで８月の総会を閉会いたします。 

 ありがとうございました。 

 

 

会議の内容に相違なきことを認め、ここに署名する。 

 

  令和２年８月７日  

 

 南小国町農業委員会会長 

  

 

署 名 委 員   ２番委員 

 

 

  署 名 委 員   ３番委員 

 

 

  会議録調整者   佐 藤  亮 
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